
大和市告示第１４２号 

大和市がん検診推進事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２６年７月３０日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市がん検診推進事業実施要綱の一部を改正する要綱 

大和市がん検診推進事業実施要綱（平成２２年大和市告示第１１２号）の一部を次のように改正

する。 

第１条中「平成２５年度がん検診推進事業実施要綱（平成２５年５月２４日健発０５２４第６号

厚生労働省健康局長通知）」を「平成２６年度がん検診推進事業実施要綱（平成２６年４月１日健

発０４０１第１号厚生労働省健康局長通知）及び平成２６年度働く世代の女性支援のためのがん検

診推進事業実施要綱（平成２６年４月１日健発０４０１第６号厚生労働省健康局長通知）」に改め

る。 

第３条第１号の表を次のように改める。 

  



年齢 生年月日 

１９歳 平成６年（１９９４年）４月２日から平成７年（１９９５年）４月１日まで 

２０歳 平成５年（１９９３年）４月２日から平成６年（１９９４年）４月１日まで 

２１歳 平成４年（１９９２年）４月２日から平成５年（１９９３年）４月１日まで 

２３歳 平成２年（１９９０年）４月２日から平成３年（１９９１年）４月１日まで 

２５歳 昭和６３年（１９８８年）４月２日から平成元年（１９８９年）４月１日まで 

２７歳 昭和６１年（１９８６年）４月２日から昭和６２年（１９８７年）４月１日まで 

 

  



第３条第２号中「乳がん検診及び」及び「（乳がん検診は女性に限る。）及び大腸がん検診」を

削り、同号の表生年月日の欄を次のように改める。 

生年月日 

昭和４８年（１９７３年）４月２日から昭和４９年（１９７４年）４月１日まで 

昭和４３年（１９６８年）４月２日から昭和４４年（１９６９年）４月１日まで 

昭和３８年（１９６３年）４月２日から昭和３９年（１９６４年）４月１日まで 

昭和３３年（１９５８年）４月２日から昭和３４年（１９５９年）４月１日まで 

昭和２８年（１９５３年）４月２日から昭和２９年（１９５４年）４月１日まで 

第３条に次の１号を加える。 

(3) 乳がん検診 次の表に掲げる年齢（生年月日）の女性 

年齢 生年月日 

４０歳 昭和４８年（１９７３年）４月２日から昭和４９年（１９７４年）４月１日まで 

４５歳 昭和４３年（１９６８年）４月２日から昭和４４年（１９６９年）４月１日まで 

５０歳 昭和３８年（１９６３年）４月２日から昭和３９年（１９６４年）４月１日まで 

５５歳 昭和３３年（１９５８年）４月２日から昭和３４年（１９５９年）４月１日まで 

第４条中「前条第１号又は第２号に該当する性別及び年齢の者」を「前条に規定する対象者」に

改める。 

第５条第１項を次のように改める。 

市長は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるクーポン券を送付する

ものとする。 

(1) 対象者 推進事業対象のがん検診が無料となる乳がん（視触診及びマンモグラフィ併用）検

診クーポン券、子宮頸がん検診クーポン券及び大腸がん検診クーポン券 

(2) 毎年度作成するがん検診台帳（平成２５年度及び平成２６年度に作成されたものを除く。）

に登載されている者（次項に規定するクーポン送付年度中に満４１歳に達した子宮頸がん検診

の対象者及び満６１歳に達した乳がん検診の対象者を除く。）のうち、各クーポン送付年度に

推進事業対象のがん検診（大腸がん検診を除く。以下この号において同じ。）を受診していな

い者（以下「過年度未受診者」という。） 推進事業対象のがん検診が無料となる乳がん（視

触診及びマンモグラフィ併用）検診クーポン券及び子宮頸がん検診クーポン券 

第５条第２項中「クーポン券の」を「前項各号に掲げるクーポン券（以下「クーポン券」とい

う。）の」に改める。 



第７条ただし書中「前条第３項の規定によりクーポン券を再発行した」を「次に掲げる」に改め、

同条に次の各号を加える。 

(1) 子宮頸がん検診の対象者（第３条第１号の表に掲げる年齢区分が２０歳の者を除く。）にク

ーポン券を送付する場合 

(2) 過年度未受診者にクーポン券を送付する場合 

(3) 前条第３項の規定によりクーポン券を再発行する場合 

第９条第１項中「対象者」の次に「及び過年度未受診者」を加え、同条第２項中「対象者」の次

に「及び過年度未受診者」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第４項中「対象者」の次に

「及び過年度未受診者」を加える。 

第１１条第１項、第２項及び第４項中「対象者」の次に「及び過年度未受診者」を加える。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年８月１日から施行する。 

 


